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改　訂　案

第1章　総　　　則

第1節　教育目標

高等部における教育については,学校教育法第72条に定める目的を実現するた

めに,生徒の障害の状態及び特性等を十分考慮して,次に掲げる目標の達成に努

めなければならない｡

1学校教育法第51条に規定する高等学校教育の目標

2　生徒の障害による学習上又は生活上の困難を改善･克服し自立を図るために

必要な知識,技能,態度及び習慣を養うことo

第2節　教育課程の編成

第1款　一般方針

1各学校においては,教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以

下に示すところに従い,生徒の人間として那口のとれた育成を目指し,その障

害の状態,発達の段階及び特性等,地域や学校の実態並びに学科の特色を十分

考慮して,適切な教育課程を編成するものとし,これらに掲げる目標を達成す

るよう教育を行うものとする｡

学校の教育活動を進めるに当たっては,各学校において,生徒に生きる力を

はぐくむことを目指し,創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で,

基礎的･基本的な知識及び技能を確実に習得させ,これらを活用して裸題を解

決するために必要な思考九判断九表現力その他の能力をはぐくむとともに,

主体的に学習に取り組む態度を養い,個性を生かす教育の充実に努めなければ

第1章　総　　　則

第1節　教育目標

高等部における教育については,学校教育法第72条に定める目的を実現するた

めに,生徒の障害の状態及び特性等を十分考慮して,次に掲げる目標の達成に努

めなければならない｡

1学校教育法第51条各号に掲げる教育目標

2　生徒の障害に基づく種々の困難を改善･克服するために必要な知識,技能,

態度及び習慣を養うこと｡

第2節　教育課程の編成

第1款　一般方針

1各学校においては,法令及びこの章以下に示すところに従い,生徒の人間と

して調和のとれた育成を目指し,その障啓の状鼠発達段階及び特性等,地域

や学校の実態並びに学科の特色を十分考慮して,適切な教育課程を編成するも

のとするC

学校の教育活動を進めるに当たっては,各学校において･生徒に生きるカを

はぐくむことを目指し,創意工夫を生かし特色ある教育活動を展開する中で,

自ら学び自ら考える力の育成を図るとともに,基礎的･基本的な内容の確実な

定着を図り,個性を生かす教育の充実に努めなければならないo
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ならない｡その蘇,生徒の発達の段階を考慮して,生徒の青語活動を充実する

とともに,家庭との連携を図りながら,生徒の学習習慣が確立するよう配慮し

なければならない｡

2　学校における道徳教育は,生徒が自己探求と自己実現に努め,国家･社会の
一員としての自覚に基づき行為し得る発達の段階にあることを考慮し,人間と

しての在り方生き方に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行うことによ

り,その充実を図るものとし,視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病

弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,各教科に属する

科目,総合的な学習の時間,特別活動及び自立活動において,また,知的障害

者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,道徳の時間をはじ

めとして,各教科,総合的な学習の時間,特別活動及び自立活動において,そ

れぞれの特質に応じて適切な指導を行わなければならない｡

道徳教育は,教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づ
い

き,人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭,学校,その他社会におけ

る具体的な生活の中に生かし,豊かな心をもち,伝統と文化を尊重し,それら

をはぐくんできた我が国と郷土を愛し,個性豊かな文化の創造を図るとともに,

公共の精神を尊び,民主的な社会及び国家の発展に努め,他国を尊重し,国際
ひら

社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓く主体性のある日本人を育成

するため,その基盤としての道徳性を養うことを目標とする｡

道徳教育を進めるに当たっては,特に,道徳的実践力を高めるとともに,自

他の生命を尊重する精神,自律の精神及び社会連帯の精神並びに義務を果たし

責任を重んずる態度及び人権を尊重し差別のないよりよい社会を実現しようと

する態度を養うための指導が適切に行われるよう配慮しなければならない｡

3　学校における体育･健康に関する指導は,生徒の発達の段階を考慮して,学

校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする｡特に,学校における食青の

推進並びに体力の向上に関する指導,安全に関する指導及び心身の健康の保持

増進に関する指導については,保健体育科はもとより,家庭科,特別括亭臥　自

立活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとす

るC　また,それらの指導を通して,家庭や地域社会との連携を図りながら,日

2　学校における道徳教育は,生徒が自己探求と自己実現に努め,国家･社会の
一員としての自覚に基づき行為し得る発達段階にあることを考慮し,人間とし

ての在り方生き方に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行うことによ

り,その充実を図るものとし,視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病

弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,各教科に属する

科目,特別括軌　自立活動及び総合的な学習の時間において,また,知的障害

者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,道徳の時間をはじ

めとして,各教科,特別括軌　自立活動及び総合的な学習の時間において,そ

れぞれの特質に応じて適切な指導を行わなければならないD

道徳教育は,教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づ

き,人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭,学校,その他社会におけ

る具体的な生活の中に生かし,豊かな心をもち,個性豊かな文化の創造と民主
ひら

的な社会及び国家の発展に努め,進んで平和的な国際社会に貢献し未来を拓く

主体性のある日本人を育成するため,その基盤としての道徳性を養うことを目

標とする｡

道徳教育を進めるに当たっては,特に,道徳的実践力を高めるとともに,自

律の精神や社会連帯の精神及び義務を果たし責任を重んずる態度や人権を尊重

し差別のないよりよい社会を実現しようとする態度を養うための指導が適切に

行われるよう配慮しなければならない｡

3　学校における体育･健康に関する指導は,学校の教育活動全体を通じて適切

に行うものとするo特に,体力の向上及び心身の健康の保持増進に関する指導

については, ｢体育｣及び｢保健｣ (知的障著者である生徒に対する教育を行う

特別支援学校においでは｢保健体育｣)の時間はもとより,特別活動,自立活

動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする｡

また,それらの指導を通して,家庭や地域社会との連携を図りながら,日常生
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常生活において適切な体育･健康に関する活動の実践を促し,生涯を通じて健

康･安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければなら

ない｡

4　学校における自立活動の指導は,障害による学習上又は生活上の困難を改善

･克服し,自立し社会参加する資質を養うため,学校の教育活動全体を通じて

適切に行うものとする｡特に,自立活動の時間における指導は,各教科に属す

る科目,総合的な学習の時間及び特別活動(知的障害者である生徒に対する教

育を行う特別支援学校においては,各教科,道徳,総合的な学習の時間及び特

別活動)と密接な関連を保ち,個々の生徒の障害の状態や発達の段階等を的確

に把握して,適切な指導計画の下に行うよう配慮しなければならない｡

5　学校においては,生徒の障害の状態,地域や学校の実態等に応じて,就業や

ボランティアにかかわる体験的な学習の指導を適切に行うようにし,勤労の尊

さや創造することの喜びを体得させ,望ましい勤労観,職業観の育成や社会奉
かん

仕の精神の滴奉に資するものとする0

第2款　視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に

対する教育を行う特別支援学校における各教科･科目等の履修等

第1各教科･科目及び単位数等

1卒業までに履修させる単位数等

各学校においては,卒業までに履修させる下記2から5までに示す各教科

に属する科目及びその単位数,総合的な学習の時間の単位数,特別活動及び

その授業時数並びに自立活動の授業時数に関する事項を定めるものとするo

この場合,各教科に属する科目(以下｢各教科･科目｣というo)及び総合的

な学習の時間の単位数の計は,この款の第2に掲げる各教科･科目の単位数

及び総合的な学習の時間の単位数を含めて74単位(自立括動の授業について

は,授業時数を単位数に換算して,この単位数に含めることができる凸)以上

とする｡

単位については, 1単位時間を50分とし, 35単位時間の授業を1単位とし

活において適切な体育･健康に関する活動の実践を促し,生渡を通じて健康･

安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならな

い｡

4　学校における自立活動の指導は,障害に基づく種々の困難を改善･克服し,

自立し社会参加する資質を養うため,学校の教育活動全体を通じて適切に行う

ものとするo特に,自立活動の時間における指導は,各教科に属する科目･特

別活動及び総合的な学習の時間(知的障害者である生徒に対する教育を行う特

別支援学校においては,各教科,道徳,特別活動及び総合的な学習の時間)と

密接な関連を保ち,個々の生徒の障害の状態や発達段階等を的確に把握して,

適切な指導計画の下に行うよう配慮しなければならないD

5　学校においては,生徒の障害の状嵐地域や学校の実態等に応じて,就業や

ボランティアにかかわる体験的な学習の指導を適切に行うようにし,勤労の革

さや創造することの喜びを体得させ,望ましい勤労観,職業観の育成や社会奉
かん

仕の精神の滴蓑に資するものとする｡

第2款　視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に

対する教育を行う特別支援学校における各教科･科目等の履修等

第1各教科･科目及び単位数等

1卒業までに履修させる単位数等

各学校においては,卒業までに履修させる下記2から5までに示す各教科

に属する科目及びその単位数,特別活動及びそれらの授業時数,自立活動の

授業時教並びに卒業までに行う総合的な学習の時間の授業時数及び単位数に

関する事項を定めるものとするDこの場合,各教科に属する科目(以下r各

教科･科目｣という｡)及び総合的な学習の時間の単位数の計は,この款の

第2に掲げる各教科･科目の単位数及び総合的な学習の時間の単位数を含め

て74単位(自立活動の授業については,授業時数を単位数に換算して･この

単位数に含めることができるC)以上とする｡

単位については, 1単位時間を50分とし, 35単位時間の授業を1単位とし
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て計算することを標準とする｡

2　各学科に共通する各教科･科目及び標準単位数

各学校においては,教育視程の滞成に当たって,次の表に掲げる各教科･

科目及び標準単位数を踏まえ,生徒に履修させる各教科･科目及びその単位

数について適切に定めるものとする｡ただし,生徒の実態等を考慮し,特に

必要がある場合には,標準単位数の標準の限度を超えて単位数を増加して配

当することができる｡

教科 �盈｢�標準 単位数 

国語 俛�ﾎｩ�ﾘﾘr�4 

国語表現 �2�

現代文A �"�

現代文B 釘�

古典A �"�

古典B 釘�

地理歴史 ��(､X讀��2 

世界史B 釘�

日本史■A �"�

日本史B 售B�

地理A �"�

地理B 釘�

公民 侏ｹ�8��橙�2 倫理 �"�

政治.経済 �"�

数学 ��HｧxuB�3 

数学Ⅱ 釘�

数学Ⅲ 迭�

数学A �"�

て計算することを標準とする0

2　普通教育に関する各教科･科目及び標準単位数

各学校においては,教育課程の編成に当たって,生徒に履修させる普通教

育に関する各教科･科目及びその単位数について,次の表に掲げる各教科･

科目及び標準単位数を騰まえ適切に定めるものとする.ただし,生徒の実態

等を考慮し,特に必要がある場合には,標準単位数の標準の限度を超えて単

位数を増加して配当することができる.

教科 �盈｢�標準 単位数 

国語 俛���UﾈﾋｸuB�2 

国語表現工 �"�

国語総合 釘�

現代文 釘�

古典 釘�

古典講読 �"�

地理歴史 ��(､X讀��2 

世界史B 釘�

日本史A �"�

日本史B 釘�

地理A �"�

地理B 釘�

公民 侏ｹ�8��橙�2 倫理 �"�

政治.経済 �"�

数学 ��Hｧxｮ��"�2 

数学Ⅰ �2�

数学Ⅱ 釘�

数学Ⅲ �2�
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数学B �"�

数学活用 �"�

理科 �逢x,i�ﾈｭI�hｨ��2 

物理基礎 �"�

物理 釘�

化学基礎 �"�

化学 釘�

生物基礎 �"�

生物 釘�

地学基礎 �"�

地学 釘�

理科課麿研究 ���

保健体育 ��ﾈ屍�7-8 

保健 �"�

芸術 �乂�B�2 

音楽Ⅱ �"�

音楽Ⅲ �"�

美術Ⅰ �"�

美術Ⅱ �"�

美術Ⅲ �"�

工芸Ⅰ �"�

工芸Ⅱ �"�

工芸Ⅲ �"�

書道Ⅰ �"�

書道Ⅱ �"�

書道Ⅲ �"�

コ-1-ケ- �"�･ヽユ..- シヨン英語基 礎 
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数学A �"�

数学B �"�

数学C �"�

理科 凉ﾘ怦ｮ��"�2 

理科総合A �"�

理科総合B �"�

物理Ⅰ �2�

物理Ⅱ �2�

化学Ⅰ �2�

化学Ⅱ �2�

生物■Ⅰ �2�

生物Ⅱ �2�

地学工 �2�

地学Ⅱ �2�

保健体育 ��ﾈ屍�7-8 

保健 �"�

芸術 �乂�B�2 

音楽Ⅱ �"�

音楽Ⅲ �"�

美術Ⅰ �"�

美術Ⅱ �"�

美術Ⅲ �"�

工芸Ⅰ �"�

工芸Ⅱ �"�

工芸Ⅲ �"�

書道Ⅰ �"�

書道Ⅱ �"�

香道Ⅲ �"�

オーラル一コ �"�



外国語 �5(7�8X6ｨ5��ｲ�5h8x98���8uB���ﾒ襄�褪�3 4 4 2 

コ.､ユ_ケ シヨン英語Ⅱ コ-lユニケ- 

シヨン英語Ⅲ 英語表現Ⅰ 

英語表現Ⅱ 釘�

英語会話 �"�

家庭 �i.ｸｮ��"�2 家庭.総合 釘�

生活デザイン 釘�

情報 倆�檍,h�饑��2 

-情報の科学 �"�

3　主として専門学科において開設される各教科･科目

各学校においては,教育課程の術成に当たって,視覚障害者である生徒に

対する教育を行う特別支援学校にあっては次の表の(1)及び(2),聴覚障害者

である生徒に対する教育を行う特別支援学校にあっては次の表の(1)及び(3),

肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校にあっ

ては次の表の(1)に掲げる主として専門学科(専門教育を主とする学科をいうo

以下同じo)において開設される各教科.科目及び設置者の定めるそれぞれの

標準単位数を踏まえ,生徒に履修させる各教科･科目及びその単位数につい

て適切に定めるものとする｡

(1)視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する

教育を行う特別支援学校

科　　　　　目

外国籍 �7�8h6ｨ5�ﾘ5b�8�98uB�4��ｸ8�8ｲ�5"�7�8X6ｨ5��ｸ5b�8x98uR���ﾎｨuB�4 3 

英語Ⅱ 釘�

リーディング 釘�

ライティング 釘�

家庭 �i.ｸｮ��"�2 家庭総合 釘�

生活技術 釘�

情報 ��饑���2 情報B �"�

情報C �"�

3　専門教育に関する各教科･科目

各学校においては,教育課程の編成に当たって,生徒に履修させる専門教

育に関する各教科･科目及びその単位数について,視覚障害者である生徒に

対する教育を行う特別支援学校にあっては次の表の(1)及び(2),聴覚障害者

である生徒に対する教育を行う特別支援学校にあっては次の表の(1)及び

(3),肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

にあっては次の表の(1)に掲げる各教科･科目及び設置者の定める標準単位

数を踏まえ適切に定めるものとする｡

(1)視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する

教育を行う特別支援学校

科　　　　目
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農業と環境,課題研究,総合実習,農業情報処理,作物,野

莱,果樹,草花,畜産,農業経営,農業機械,食品製造,食

品化学,微生物利用,植物バイオテクノロジー,動物バイオ

テクノロジー,農業経済,食品流通,森林科学,森林経営,

林産物利用,農業土木設計,農業土木施工,水循環,造園計

画,造園技術,環境緑化材料,測量,生物活用,グリーンラ

イフ

工業技術基礎,課題研究,実習.製図,工業数理基礎,情報

技術基礎,材料技術基礎,生産システム技術,工業技術英語,

工業管理技術,環境工学基礎,機械工作,機械設計,原動機,

電子機械,電子機械応用,自動車工学,自動車整備,電気基

礎,電気機器,電力技術,電子技術,電子回路,電子計測制

御,通信技術,電子情報技術,プログラミング技術,ハード

ウェア技術,ソフトウェア技術,コンピュータシステム技術,

建築構造,建築計画,建築構造設計,建築施工,建築法規,

設備計画,空気調和設備,衛生･防災設備,測量,土木基礎

力学,土木構造設計,土木施工,社会基盤工学,工業化学,

化学工学,地球衆境化学,材料製造技術,工業材料,材料加

工,セラミック化学,セラミック技術,セラミック工業,級

維製晶,繊維･染色技術,染織デザイン,インテリア計画,

インテリア装備,インテリアエレメント生産,デザイン技術,

デザイン材料,デザイン史

ビジネス基礎,課題研究,総合実践,ビジネス実務,マーケ

テイング,商品開発,広告と販売促進,ビジネス経済,ビジ

ネス経済応用,経済活動と法,簿記,財務会計Ⅰ,財務会計

Ⅱ,原価計算,管理会計,情報処理,ビジネス情軌電子商

取引,プログラミング,ビジネス情報管理

水産海洋基礎,課題研究,総合実習,海洋情報技術,水産海

洋科学,漁業,航海･計器,船舶運用,船用機関,機械設計

農業科学基礎,環境科学基礎,課題研究,総合実習,農業情

報処理,作物,野菜,果樹,草花,畜産,農業経乱農業機

械,食品製造,食品化学,微生物基礎,植物バイオテクノロ

ジー,動物･微生物バイオテクノロジー,農業経軌食品流

逮,森林科学,森林経営,林産加工,農業土木設計,農業土

木施工,造園計画,造園技術,汎量,生物活用,グリーンラ

イフ

工業技術基礎,課題研究,実習,製図,工業数理基礎,情報

技術基礎,材料技術基礎,生産システム技術,工業技術英語,

工業管理技術,機械工作,機械設計,原動機,電子機械,鷲

子機械応用,自動車工学,自動車整鳳電気基礎,電気機器,

電力技術,電子技術,電子回路,電子計arl制御,通信技術,

電子情報技術,プログラミング技術,ハードウェア技術,ソ

フトウェア技術,マルチメディア応用,建築構造,建築施工,

建築構造設計,建築計画,建築法規,設備計画,空気調和設

備,衛生･防災設鳳測量,土木施工,土木基礎力学,土木

構造設計,社会基盤工学,工業化学,化学工学,地球環境化

学,材料製造技術,工業材札材料加工,セラミック化学,

セラミック技術,セラミック工業,繊維製晶,繊維･漁色技

節,染織デザイン,インテリア計画,インテリア装備,イン

テリアエレメント生産,デザイン史,デザイン技術,デザイ

ン材料

ビジネス基礎,課題研究,総合実践,商品と流通,商業技術,

マーケテイング,英語実務,経済活動と法,国際ビジネス,

簿記,会計,原価計算,会計実務,情報処理,ビジネス情執

文書デザイン,プログラミング

水産基礎,襖題研究,総合実習,水産情報技術,漁業.航海

･計器,漁船運用,船用機関,機械設計工作,電気工学,過

信工学,電気通信理論,栽培漁業,水産生物,海洋県境,操
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工作,電気理論,移動体通信工学,海洋通信技術,資源増殖, 

海洋生物,海洋環境,小型船舶,食品製造,食品管理,水産 

流通,ダイビング,マリンスポーツ 

家庭 ��hｨ亥仂hｮ��"ﾈﾋｹ�位Hｸbﾉ�hｨ亥仂h�饑�ﾈ��N��hｨrﾈ��,x.��の発達と保育,子ども文化,生活と福祉,リビングデザイン, 

服飾文化,ファッション造形基礎,ファッション造形,フア 

ツシヨンデザイン,服飾手芸,フードデザイン,食文化,調 

理,栄養,食品,食品衛生,公衆衛生 

看護 舒��(ｬXﾎﾂﾉ�ﾉ�ﾈ,hｬXﾎﾂﾈ�V�,hｬXﾎﾂﾉ�hｨ�,hｬXﾎﾂﾉ�ﾉ�ﾈｬXﾎﾂﾂ�老年看護,精神看護,在宅看護,母性看護,小児看護,看護 

の統合と実践,看護臨地実習,看護情報活用 

情報 ��饑�蝌ｼh,h��橙ﾈ攣�位Hｸbﾈ�饑�,ﾉUﾈﾋｸ,hｬyyﾒﾈ�饑�,in)���

解決,情報テクノロジー,アルゴリズムとプログラム,ネッ 

トワークシステム,データベース,情報システム実習,情報 

メディア,情報デザイン,表現メディアの編集と表現,情報 

コンテンツ実習 

福祉 倆�檠Y�8ｮ��"ﾈ櫁ﾎﾉY�8ｮ��"ﾈ5(7�8X6ｨ5��ｸ5h8x98ｵｨ��ﾈﾛ��括支援技術,介護過程,介護総合演習,介護実習,こころと 

からだの理解,福祉情報活用 

理数 凉ﾙ�I�HｧxuBﾉyﾙ�I�HｧxuRﾉyﾙ�I�Hｧy<�t�ﾉyﾙ�IZ謁ﾒﾉyﾙ�H峇�

学,理数生物,理数地学,課題研究 

体育 �5�7ﾈ�ｸ68･I�ﾈ5�7ﾈ�ｸ68uBﾈ5�7ﾈ�ｸ68uRﾈ5�7ﾈ�ｸ68萪ﾈ5�7ﾂ�

-ツⅣ,スポーツⅤ,スポーツⅥ,スポーツ総合演習 

音楽 �乂凉ﾙ�ﾈ尨ｧ俶｢ﾈ��HﾊHｸbﾈ5ﾈ8ｸ7H4h�ｸ5x8Rﾉ�ｨｧ鎚ｮﾘｧ陳�

作曲,鑑賞研究 

美術 儖ﾈ��･I�ﾉOﾈ��譴ﾉ�iV�ﾈﾕﾉ�ﾂﾈ､x枌ﾉLX枌ﾉ*Hﾘ�7(5x8b�

アルデザイン,クラフトデザイン,情報メディアデザイン, 

映像表現,環境造形,鑑賞研究 

英語 ��ﾘﾘx��ﾎ｢ﾈ��ﾎｩyﾘ��ﾈｺI�iUﾈﾋｲﾈ甑[h峪yﾘ��ﾈ鳧馼��ﾎ｢�

船,水産食品製造,水産食品管理,水産流通,ダイビング 

家庭 ��hｨ亥仂hｮ��"ﾈ攣�位Hｸbﾈ彿.ｸ�饑��yﾒﾈ��N��hｨにJﾙ$(,b�保育,児童文化,家庭看護.福祉,リビングデザイン,服飾 

文化,被服製作,ファッションデザイン,服飾手芸,フード 

デザイン,食文化,調理,栄養,食品,食品衛生,公衆衛生 

看護 舒��(ｬXﾎﾂﾈｬXﾎﾈｮ��(�8ｧrﾉ�ﾉ�ﾂ驟i�ﾈｬXﾎﾂﾉ^ｨ��ｬXﾎﾂﾈｬXﾎﾂ�

臨床実習,看護情報処理 

情報 ��饑�蝌ｼh,h��橙ﾈ攣�位Hｸbﾈ�饑����ﾈ�饑�,iUﾈﾋｲﾈ4�8ｸ52�リズム,情報システムの開発,ネットワークシステム,モヂ 

ル化とシミュレーション,コンピュータデザイン,図形と画 

像の処理,マルチメディア表現 

福祉 倆�檠Y�8ｮ��"ﾈ��檠Y�9�y7な��檠Y�8��ｵｨ��ﾈｮ��(櫁ﾎﾂﾂ�

社会福祉実習,社会福祉演習,福祉情報処理 

理数 凉ﾙ�I�HｧxuBﾉyﾙ�I�HｧxuRﾉyﾙ�I�Hｧy%Hｸbﾉyﾙ�IZ謁ﾒﾉyﾙ�H峇�

学,理数生物,理数地学 

体育 ��ﾈ孜yﾙ-��ﾈ,(*ﾘ.��:篳5�7ﾈ�ｸ68uBﾈ5�7ﾈ�ｸ68uRﾈ5�7ﾈ�ｲ�

ツⅢ,ダンス,野外活動 

音楽 �乂凉ﾙ�ﾈ尨ｧ俶｢ﾈ��Id�ﾈ5ﾈ8ｸ7H4h�ｸ5x8Rﾉ�ｨｧ鎚ｮﾘｧ陳�ﾞﾈｼ��

美術 儖ﾈ��･I�ﾉOﾈ��譴ﾉ�iV�ﾈﾕﾉ�ﾂﾈ､x枌ﾉLX枌ﾉ*Hﾘ�7(5x8b�アルデザイン,クラフトデザイン,映像メディア表現,環境 

造形,鑑賞研究 

英蒔 ��ﾘﾘx��ﾋ騫���ﾎｩyﾘ��ﾈ��ﾎｩUﾈﾋｲﾈ甑[h峪yﾘ��ﾉ�hｨ��ﾎ｢ﾈ鰾�

事英静,コンピュータ.LL演習 
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(2)視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

医療と社会,人体の構造と機能,疾病の成り立ちと予防,坐

活と疾病,基礎保健理廉,臨床保健理癖,地域保健理療と保

健理療経営,保健理療基礎実習,保健理療臨床実習,保健理

療情報活用,課題研究

(3)聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

教科 �盈｢�

印刷 �8ﾟﾈ･I�ﾈ����ｹLX�8ﾟﾈｴ�､"鞏鞴H�8ﾟﾈ6h5X4892ﾈ����

化学.光学,文書処理.管軌印刷情報技術基礎,画像技術, 

印刷総合実習,課題研究 

理容. 凉ﾙvR餔ﾉvXｭhﾅyd�ｴｲﾈ���hｬyyﾒﾂ騫ﾙvR餔ﾉvY]ｸﾉ"ﾉyﾙvR餔ﾂ�

美容- 况X,ﾉZ謁ﾒ陋ｸｧrﾉyﾙvR餔ﾉvY[h峪�ﾉyﾙvX自OﾉvXｵｨ��yﾙ�ﾂ�

理容.美容運営管理,理容実乳美容実習,理容.美容情報 

活用,瓢題研究 

クリ- �4�8ｨ�ｸ6ｨ984�hﾅyd�ｴｲﾈﾏh����bﾈ4�8ｨ�ｸ6ｨ984�ﾙ�ﾉ��佐ﾂ�

ニング �4�8ｨ�ｸ6ｨ984��MB��Yy(4�8ｨ�ｸ6ｨ984���ﾈ攣�位Hｸb�

4　学校設定科目

学校においては,地域,学校及び生徒の実態,学科の特色等に応じ,特色

ある教育課程の編成に資するよう,上記2及び3の表に掲げる教科について,

これらに属する科目以外の科目(以下｢学校設定科目｣という｡)を設けるこ

とができるC　この場合において,学校設定科目の名称,目標,内容,単位数

等については,その科目の属する教科の目標に基づき,各学校の定めるとこ

(2)視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

教科 �盈｢�

調律 �+)zX･Hｴ�+)zX���ﾉ��+"頡9yﾘ���ﾈ攣�位Hｸb�

保健 �9|8,h��橙ﾉ�ﾉ�ﾈ,ﾈﾕﾉ�(,hｴ�Eﾂﾈ�V�,ﾉ�ﾈ.越x+�,iuﾉfなﾛ��

理療 乖�,h�V�ﾈｮ��)]ｸﾉ)yﾙ¥に}X��]ｸﾉ)yﾙ¥に&闔i]ｸﾉ)yﾙ�X,i]ｲ�

健理療経営,保健理療基礎実習,保健理療臨床実習,保健理 

療情報処理,現題研究 

(3)聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

教科 �盈｢�

印刷 �8ﾟﾈ･I�ﾈ��I�ｹLRﾈ�8ﾟﾈｴ�､"鞏驅��8ﾟﾈ6h5X4892ﾈ����

化学.光学,文書処理.管軌印刷情報技術基礎,画像技術, 

印刷総合実習,課題研究 

理容. 凉ﾙvX自OﾉvXｭhﾅyd�ｴｲﾈ���hｬyyﾒﾉyﾙvR餔ﾉvY]ｸﾉ"ﾉyﾙvR餔ﾂ�

美容 况X,ﾉZ謁ﾒ陋ｸｧrﾉyﾙvR餔ﾉvY[h峪�ﾉyﾙvR餔ﾉvXｵｨ��yﾙ�ﾂ�

理容.美容運営管理,理容実乳美容実習,理容.美容情報 

処理,課題研究 

クリ- �4�8ｨ�ｸ6ｨ984�hﾅyd��Rﾈﾏh����bﾈ4�8ｨ�h6ｨ984�ﾙ�ﾉ��佐ﾂ�

ニング �4�8ｨ�ｸ6ｨ984��ｮﾒ��Y'Rﾈ4�8ｨ�ｸ6ｨ984���ﾈ攣�位Hｸb�

4　学校設定科目

学校においては,地域,学校及び生徒の実態,学科の特色等に応じ,特色

ある教育課程の編成に資するよう,上記2及び3の表に掲げる教科について･

これらに属する科目以外の科目(以下｢学校設定科目｣というo)を設ける

ことができるQこの場合において,学校設定科目の名称,目標,内容,単位

数等については,その科目の属する教科の目標に基づき,各学校の定めると
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ろによるものとする｡

5　学校設定教科

(1)学校においては,地域,学校及び生徒の実態,学科の特色等に応じ,特

色ある教育課程の編成に資するよう,上記2及び3の表に掲げる教科以外

の教科(以下この項及び第5款第1の2において｢学校設定教科｣というD)

及び当該教科に関する科目を設けることができるQ　この場合において,学

校設定教科及び当該教科に関する科目の名称,目標,内容,単位数等につ

いては,高等部における教育の目標及びその水準の維持等に十分配慮し,

各学校の定めるところによるものとするC

(2)学校においては,学校設定教科に関する科目として｢産業社会と人間｣

を設けることができる｡この科目の目標,内容,単位数等を各学校におい

て定めるに当たっては,産業社会における自己の在り方生き方について考

えさせ,社会に積極的に寄与し,生涯にわたって学習に取り組む意欲や態

度を養うとともに,生徒の主体的な各教科･科目の選択に資するよう,就

業体験等の体験的な学習や調査･研究などを通して,次のような事項につ

いて指導することに配慮するものとするo

ア　社会生活や職業生暗に必要な基本的な能力や態度及び望ましい勤労観,

職業観の育成

イ　我が国の産業の発展とそれがもたらした社会の変化についての考察

ウ　自己の将来の生き方や進路についての考察及び各教科･科目の履修計

画の作成

第2　各教科･科目の履修等

1各学科に共通する必履修教科･科目及び総合的な学習の時間

(1)すべての生徒に履修させる各教科･科目(以下｢必履修教科･科目｣と

いう｡)は次のとおりとし,その単位数は,この款の第1の2に標準単位数

として示された単位数を下らないものとするC　ただし,生徒の実態及び専

門学科の特色等を考慮し,特に必要がある場合には, ｢国語総合｣について

ころによるものとするD

5　学校設定教科

(1)学校においては,地軌学校及び生徒の実態,学科の特色等に応じ,特

色ある教育課程の編成に資するよう,上記2及び3の表に掲げる教科以外

の普通教育又は専門教育に関する教科(以下この項及び第5款第1の2に

おいて｢学校設定教科｣という｡)及び当該教科に関する科目を設けるこ

とができる｡この場合において,学校設定教科及び当該教科に関する科目

の名称,目標,内容,単位数等については,高等部における教育の目標及

びその水準の維持等に十分配慮し,各学校の定めるところによるものとす

る｡

(2)学校においては,学校設定教科に関する科目として｢産業社会と人間｣

を設けることができるC　この科目の目標,内*,単位数等を各学校におい

て定めるに当たっては,産業社会における自己の在り方生き方について考

えさせ,社会に積極的に寄与し,生涯にわたって学習に取り組む意欲や態

度を養うとともに,生徒の主体的な各教科･科目の選択に資するよう,戟

業体験等の体験的な学習や調査･研究などを通して,次のような事項につ

いて指導することに配慮するものとする｡

ア　社会生活や職業生活に必要な基本的な能力や態度及び望ましい勤労

観,職業観の育成

イ　我が国の産業の発展とそれがもたらした社会の変化についての考察

ウ　自己の将来の生き方や進路についての考察及び各教科･科目の履修計

画の作成

第2　各教科･科目の履修

1　必履修教科･科目

すべての生徒に履修させる各教科･科目(以下｢必履修教科･科目｣とい

う｡)は次のとおりとし,その単位数は,この款の第1の2に標準単位数とし

て示された単位数を下らないものとする.ただし,生徒の実態及び専門教育

を主とする学科の特色等を考慮し,特に必要がある場合には,標準単位数が
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は3単位又は2単位とし, ｢数学I｣及び｢コミュニケーション英語I｣に

ついては2単位とすることができ,その他の必履修教科･科目(標準単位

数が2単位であるものを除く｡)については,その単位数の一部を減じるこ

とができる.

ア　国語のうち｢国語総合｣

イ　地理歴史のうち｢世界史A｣及び｢世界史B｣のうちから1科目並び

に｢日本史A｣, ｢日本史B｣, ｢地理A｣及び｢地理B｣のうちから1科

目

ウ　公民のうち｢現代社会｣又は｢倫理｣･｢政治･経済｣

エ　数学のうち｢数学I｣

オ　理科のうち｢科学と人間生活｣, ｢物理基礎｣, ｢化学基礎｣, ｢生物基礎｣

及び｢地学基礎｣のうちから2科目(うち1科目は｢科学と人間生活｣

とするo)又は｢物理基礎｣, ｢化学基礎｣, ｢生物基礎｣及び｢地学基礎｣

のうちから3科目

力　保健体育のうち｢体育｣及び｢保健｣

キ　芸術のうち｢音楽I｣, ｢美術I｣, ｢工芸I｣及び｢書道I｣のうちか

ら1科目

ク　外国語のうち｢コミュニケーション英語I｣ (英語以外の外国語を履修

する場合は,学校設定科目として設ける1科目とし,その標準単位数は

3単位とするo)

ケ　家庭のうち｢家庭基礎｣, ｢家庭総合｣及び｢生活デザイン｣のうちか

ら1科目

コ　情報のうち｢社会と情報｣又は｢情報の科学｣のうちから1科目

(2)総合的な学習の時間については,すべての生徒に履修させるものとし,

その単位数は,各学校において,学校や生徒の実態に応じて適切に定める

ものとする.

2　専門学科における各教科･科目の履修

専門学科における各教科･科目の履修については,上記1のほか次のとお

りとする｡

2単位である必履修教科･科目を除き,その単位数の一部を減じることがで

きるB

(1)国語のうち｢国語表現I｣及び｢国語総合Il｣のうちから1科目

(2)地理歴史のうち｢世界史A｣及び｢世界史B｣のうちから1科目並びに

｢日本史A｣, ｢日本史B｣, ｢地理A｣及び｢地理B｣のうちから1科目

(3)公民のうち｢現代社会｣又は｢倫理｣ ･ ｢政治･経済｣

(4)数学のうち｢数学基礎｣及び｢数学I｣のうちから1科目

(5)理科のうち｢理科基礎｣, ｢理科総合A｣, ｢理科総合B｣, ｢物理I｣, ｢化

学I｣, ｢生物I｣及び｢地学I｣のうちから2科目(｢理科基礎｣, ｢理科

総合A｣及び｢理科総合B｣のうちから1科目以上を含むものとする｡)

(6)保健体育のうち｢体育｣及び｢保健｣

(7)芸術のうち｢音楽I｣, ｢美術I｣, ｢工芸lJ及び｢書道I｣のうちから

1科目

(8)外国語のうち｢オーラル･コミュニケーションI｣及び｢英語I｣のう

ちから1科目(英語以外の外国語を履修する場合は,学校設定科目として

設ける1科目とし,その単位数は2単位を下らないものとする｡)

(9)家庭のうち｢家庭基礎｣, ｢家庭総合｣及び｢生括技術｣のうちから1科

目

(10)情報のうち｢情報A｣, ｢情報B｣及び｢情報C｣のうちから1科目

2　専門教育を主とする学科における各教科･科目の履修

専門教育を主とする学科における各教科･科目の履修については,上記i

のほか次のとおりとする｡
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(1)専門学科においては,専門教科･科目(第2款第1の3の表に掲げる各

教科･科目,同表の教科に関する学校設定科目及び専門教育に関する学校

設定教科に関する科目をいう｡以下同じ｡)について,すべての生徒に履修

させる単位数は, 25単位を下らないこと｡ただし,各学科の目標を達成す

る上で,専門教科･科目以外の教科･科目の履修により専門教科･科目の

履修と同様の成果が期待できる場合においては,その専門教科･科目以外

の教科･科目の単位数の一部の履修をもって,当該専門教科･科目の単位

数の一部の履修に替えることができることC

(2)専門教科･科目の履修によって,上記1の必履修教科･科目の履修と同

様の成果が期待できる場合においては,その専門教科･科目の履修をもっ

て,必履修教科･科目の履修の一部又は全部に替えることができることo

(3)職業教育を主とする学科においては,総合的な学習の時間の履修により,

農業,工業,商業,水産,家庭,情報,保健理療,印刷,理容･美容若し

くはクリーニングの各教科に属する｢課題研究｣, ｢看護臨地実習｣又は｢介

護総合演習｣ (以下この項において｢課題研究等｣という｡)の履修と同様

の成果が期待できる場合においては,総合的な学習の時間の履修をもって

課題研究等の履修の一部又は全部に替えることができるo　また,課題研究

等の履修により,総合的な学習の時間の履修と同様の成果が期待できる場

合においては,課題研究等の履修をもって総合的な学習の時間の履修の一

部又は全部に替えることができる｡

(1)等門教育を主とする学科においては,専門教育に関する各教科･科目に

ついて,すべての生徒に履修させる単位数は, 25単位を下らないことDた

だし,各学科の目標を達成する上で,普通教育に関する各教科･科目の履

修により専門教育に関する各教科･科目の履修と同様の成果が期待できる

場合においては,その普通教育に関する各教科･科目の単位数の一部の履

修をもって,当該専門教育に関する各教科･科目の単位数の一部の履修に

替えることができること｡

(2)専門教育に関する各教科･科目の履修によって,上記1の必履修教科･

科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その専門教育に関

する各教科･科目の履修をもって,必履修教科･科目の履修の一部又は全

部に替えることができること｡

第3　総合的な学習の時間

1縛合的な学習の時間においては,各学校は,地域や学校,生徒の実態等に

応じて,横断的･総合的な学習や生徒の興味･関心等に基づく学習など創意

工夫を生かした教育活動を行うものとする0

2　総合的な学習の時間においては,次のようなねらいをもって指導を行うも

のとするo

(1)自ら課題を見付け,自ら学び,一自ら考え,主体的に判断し,よりよく間
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題を解決する資質や能力を育てること｡

(2)学び方やものの考え方を身に付け,問題の解決や探究活動に主体的,刺

造的に取り組む態度を育て,自己の在り方生き方を考えることができるよ

うにすること｡

(3)各教科･科目,特別活動及び自立活動で身に付けた知識や技能等を相互

に関連付け,学習や生活において生かし,それらが総合的に働くようにす

ることD

3　各学校においては,上記1及び2に示す趣旨及びねらいを踏まえ,総合的

な学習の時間の目標及び内容を定め,地域や学校の特色,生徒の特性等に応

じ,例えば,次のような学習活動などを行うものとする｡

ア　国際理解,情報,環境,福祉･健康などの横断的･総合的な現題につ

いての学習活動

イ　生徒が興味･関心,進路等に応じて設定した課題について,知識や技

能の深化,総合化を図る学習活動

り　自己の在り方生き方や進路について考察する学習活動

4　各学校においては,学校における全教育活動との関連の下に,目標及び内

容,育てようとする資質や能力及び態度,学習括軌指導方法や指導体制学

習の評価の計画などを示す総合的な学習の時間の全体計画を作成するものと

する0

5　各学校における総合的な学習の時間の名称については,各学校において適

切に定めるものとする｡

6　総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては,次の事項に配慮する

ものとする｡

(1)目標及び内容に基づき,生徒の学習状況に応じて教師が適切な指導を行

うこと｡

(2)自然体験やボランティア括軌就業体験などの社会体験,観察･実験･

実習,調査･研究,発表や討乱　ものづくりや生産活動,交流活動など体

験的な学習,問題解決的な学習を積極的に取り入れること.

(3)グループ学習や個人研究などの多様な学習形態,地域の人々の協力も得
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第3　各教科･科目,総合的な学習の時間,特別活動及び自立活動の授業時数等

1各教科･科目,ホームルーム活動及び自立活動の授業は,年間35週行うこ

とを標準とし,必要がある場合には,各教科･科目及び自立活動の授業を特

定の学期又は特定の期間(夏季,冬季,学年末等の休業日の期間に授業日を

設定する場合を含む｡)に行うことができる.

2　週当たりの授業時数は, 30単位時間を標準とする｡ただし,特に必要があ

る場合は,これを増加することができる｡

3　ホームルーム活動の授業時数については,原則として,年間35単位時間以

上とするものとするC

4　生徒会活動及び学校行事については,学校や生徒の実態に応じて,それぞ

れ適切な授業時数を充てるものとするQ

5　各学年における自立活動の時間に充てる授業時数は,生徒の障害の状態に

つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制について工夫する

こと｡

(4)学校図書館の活札他の学校との連携,公民館,図書館,博物館等の社

会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携,地域の教材や学習

環境の積極的な活用などについて工夫すること0

7　職業教育を主とする学科においては,総合的な学習の時間における学習活

動により,農業,工業,商業,水産,家庭,情報,調律,保健理療,印刷,

理容･美容若しくはクリーニングの各教科に属する｢課題研究｣, ｢看護臨床

実習｣又は｢社会福祉演習｣ (以下この項において｢課題研究等｣という｡)

の履修と同様の成果が期待できる場合においては,総合的な学習の時間にお

ける学習活動をもって観題研究等の履修の一部又は全部に替えることができ

る｡また,課題研究等の履修により,総合的な学習の時間における学習活動

と同様の成果が期待できる場合においては,課題研究等の履修をもって総合

的な学習の時間における学習活動の一部又は全部に替えることができる.

第4　各教科･科目,特別活動,自立活動及び総合的な学習の時間の授業時数等

1各教科･科目,ホームルーム活動及び自立活動の授業は,年間35週行うこ

とを標準とし,｢必要がある場合には,各教科･科目及び自立活動の授業を特

定の学期又は期間に行うことができる｡

2　週当たりの授業時数は, 30単位時間を標準とする｡

3　ホームルーム活動の授業時数については,原則として,年間35単位時間以

上とするものとする｡

4　生徒会活動及び学校行事については,学校や生徒の実態に応じて,それぞ

れ適切な授業時数を充てるものとする｡

5　卒業までに総合的な学習の時間に充てる授業時数については,各学校にお

いて,学校や生徒の実態に応じて,適切に定めるものとする｡

6　各学年における自立活動の時間に充てる授業時数は,生徒の障害の状態に
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応じて,適切に定めるものとする｡

6　各教科･科目,総合的な学習の時間,特別活動及び自立活動(以下丁各教

科･科目等｣という｡)のそれぞれの授業の1単位時間は,各学校において,

各教科･科目等の授業時数を確保しつつ,生徒の実態及び各教科･科目等の

特質を考慮して適切に定めるものとする.なお, 10分間程度の短い時間を単

位として特定の各教科･科目の指導を行う場合において,当該各教科･科目

を担当する教師がその指導内容の決定や指導の成果の把握と活用等を責任を

もって行う体制が整備されているときは,その時間を当該各教科･科目の授

業時数に含めることができる｡

7　総合的な学習の時間における学習活動により,特別活動の学校行事に掲げ

る各行事の実施と同様の成果が期待できる場合においては,総合的な学習の

時間における学習活動をもって相当する特別活動の学校行事に掲げる各行事

の実施に番えることができる｡

第3款　知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における

各教科等の履修等

第1　各教科等の履修

1　卒業までに履修させる各教科等

各学校においては,卒業までに履修させる下記2から4までに示す各教科

及びその授業時数,道徳及び総合的な学習の時間の授業時数,特別活動及び

その授業時数並びに自立活動の授業時数に関する事項を定めるものとする0

2　各学科に共通する各教科等

(1)国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,職業及び家庭の各教

科,道徳,総合的な学習の時間,特別活動並びに自立活動については,特

に示す場合を除き,すべての生徒に履修させるものとする｡

応じて,適切に定めるものとする｡

7　各教科･科目,特別活軌　自立活動及び総合的な学習の時間(以下｢各教

科･科目等｣というo)のそれぞれの授業の1単位時間は,各学校において,

各教科･科目等の授業時数を確保しつつ,生徒の実態及び各教科･科目等の

特質を考慮して適切に定めるものとするD

8　障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して,教員を派遣

して教育を行う場合について,特に必要があるときは,実情に応じた授業時

数を適切に定めるものとする｡

第3款　知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における

各教科等の履修等

第1各教科等の履修

1普通教育に関する各教科等

(1)国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,職業及び家庭の各教

軌道徳,特別活動,自立活動並びに総合的な学習の時間については,特

に示す場合を除き,すべての生徒に履修させるものとするo
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(2)外国語及び情報の各教科については,学校や生徒の実態を考慮し,必要

に応じて設けることができるQ

3　主として専門学科において開設される各教科

(1)専門学科においては,上記2のほか,家政,農業,工業,流通･サービ

ス若しくは福祉の各教科又は下記4に規定する学校設定教科のうち専門教

育に関するもの(以下｢専門教科｣という｡)のうち,いずれか1以上履修

させるものとする｡

(2)専門教科の履修によって,上記2の(1)のすべての生徒に履修させる各教

科の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その専門教科の履修

をもって,すべての生徒に履修させる各教科の履修に替えることができる0

4　学校設定教科

学校においては,地域,学校及び生徒の実態,学科の特色等に応じ,特色

ある教育課程の編成に資するよう,第2章第2節第1款及び第2款に掲げる

教科以外の教科(以下この項において｢学校設定教科｣という｡)を設けるこ

とができる｡この場合において,学校設定教科の名称,目標,内容等につい

ては,高等部における教育の目標及びその水準の維持等に十分配慮し,各学

校の定めるところによるものとする｡

第2　各教科,道徳,総合的な学習の時間,特別活動及び自立活動の授業時数等

1各教科,道徳,総合的な学習の時間,特別活動及び自立活動(以下｢各教

科等｣という｡ただし, 1及び8において,特別活動についてはホームルー

ム活動に限る.)の総授業時数は,各学年とも1.050単位時間(1単位時間は,

(2)外国語及び情報の各教科については,学校や生徒の実態を考慮し,必要

に応じて設けることができる｡

2　専門教育に関する各教科

(1)専門教育を主とする学科においては,上記1のほか,家政,農業,工業

又は流通･サービスの各教科のうち,いずれか1以上履修させるものとす

るo

(2)専門教育に関する各教科の履修によって,上記1の(1)のすべての生徒

に履修させる各教科の履修と同様の成果が期待できる場合においては,そ

の専門教育に関する各教科の履修をもって,すべての生徒に履修させる各

教科の履修に替えることができるD

3　学校設定教科

(1)学校においては,地域,学校及び生徒の郵軌学科の特色等に応じ,特

色ある教育視程の編成に資するよう,上記1及び2に掲げる教科以外の普

通教育又は専門教育に関する教科(以下この項において｢学校設定教科｣

という｡)を設けることができる｡この場合において,学校設定教科の名

称,目標,内容等については,高等部における教育の目標及びその水準の

維持等に十分配慮し,各学校の定めるところによるものとするC

(2)専門教育を主とする学科において,専門教育に関する教科として学校設

定教科を設け履修させる場合は,上記2の(1)によらないことができる0

第2　総合的な学習の時間

総合的な学習の時間の取扱いについては,第2款第3 (7は除く｡)に示すと

ころによるものとする｡

第3　各教科,道徳,特別活動,自立活動及び総合的な学習の時間の授業時数等

1各教科,道徳,特別活軌　自立活動及び給合的な学習の時間(以下｢各教

科等｣という｡ただし, 1, 2及び8において,特別活動についてはホーム

ルーム活動に限るo)の総授業時数は,各学年とも1,050単位時間(1単位時

一　高16-



50分として計算するものとする｡ 3において同じ｡)を標準とし,特に必要が

ある場合には,これを増加することができる｡この場合,各教科,道徳,袷

合的な学習の時間,特別活動及び自立活動の目標及び内容を考慮し,各教科

及び総合的な学習の時間の配当学年及び当該学年における授業時数,道徳,

特別括勤及び自立活動の各学年における授業時数を適切に定めるものとする｡

2　各教科,道徳,ホームルーム活動及び自立活動の授業は,年間35週行うこ

とを標準とし,必要がある場合には,各教科,道徳及び自立活動の授業を特

定の学期又は特定の期間(夏季,冬季,学年末等の休業日の期間に授業日を

設定する場合を含む｡)に行うことができる｡

3　専門学科においては,専門教科について,すべての生徒に履修させる授業

時数は, 875単位時間を下らないものとする｡

4　ホームル.Tみ活動の授業時数については,原則として,年間35単位時間以

上とするものとする｡

5　生徒会活動及び学校行事については,学校や生徒の実態に応じて,それぞ

れ適切な授業時数を充てるものとする｡

6　総合的な学習の時間に充てる授業時数は,各学校において,学校や生徒の

実態に応じて,適切に定めるものとする0

7　各学年における自立活動の時間に充てる授業時数は,生徒の障害の状態に

応じて,適切に定めるものとする｡

8　各教科等のそれぞれの授業の1単位時間は,各学校において,生徒の実態

及び各教科等の特質を考慮して適切に定めるものとするo　なお, 10分間程度

の短い時間を単位として特定の教科の指導を行う場合において,当該教科を

担当する教師がその指導内容の決定や指導の成果の把握と活用等を責任をも

って行う体制が整備されているときは,その時間を当該教科の授業時数に含

めることができる｡

9　総合的な学習の時間における学習活動により,特別活動の学校行事に掲げ

る各行事の実施と同様の成果が期待できる場合においては,総合的な学習の

時間における学習活動をもって相当する特別活動の学校行事に掲げる各行事

間は, 50分として計算するものとする｡ 3において同じ｡)を標準とする｡

この場合,各教科,道徳,特別活動及び自立括動の目標及び内容並びに総合

的な学習の時間のねらいを考慮し,それぞれの年間の授業時数を適切に定め

るものとする0

2　各教科等の授業は,年間35週以上にわたって行うものとする｡この場合,

生徒の知的発達の遅滞の状態を十分考慮し,週当たりの授業時数が負担過重

とならないようにするものとする｡また,必要がある場合には,各教科,道

徳,自立活動及び総合的な学習の時間の授業を特定の学期又は期間に行うこ

とができる0

3　専門教育を主とする学科においては,専門教育に関する各教科について,

すべての生徒に履修させる授業時数は, 875単位時間を下らないものとする｡

4　ホームルーム活動の授業時数については,原則として,年間35単位時間以

上とするものとする｡

5　生徒会活動及び学校行事については,学校や生徒の実態に応じて,それぞ

れ適切な授業時数を充てるものとするD

6　総合的な学習の時間に充てる授業時数については,各学校において,学校

や生徒の実態に応じて,適切に定めるものとする0

7　各学年における自立括動の時間に充てる授業時数は,生徒の障害の状毛削こ

応じて,適切に定めるものとする｡

8　各教科等のそれぞれの授業の1単位時間は,各学校において,生徒の実態

及び各教科等の特質を考慮して適切に定めるものとするD
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の実施に替えることができるC

第4款　教育課程の編成･実施に当たって配慮すべき事項

1速択履修の趣旨を生かした適切な教育課程編成

教育視程の編成に当たっては,生徒の障害の状態,特性及び進路等に応じた

適切な各教科･科目(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

においては各教科oこの款及び第6款において同じ｡)の履修ができるようにし,

このため,多様な各教科･科目を設け生徒が自由に選択履修することのできる

よう配慮するものとするoまた,教育課程の類型を設け,そのいずれかの類型

を選択して履修させる場合においても,その類型において履修させることにな

っている各教科･科目以外の各教科･科目を履修させたり,生徒が自由に選択

履修することのできる各教科･科目を設けたりするものとする0

2　各教科･科目等の内容等の取扱い

(1)学校においては,第2章以下に示していない事項を加えて指導することが

できるoまた,第2章第1節第2款において準ずるものとしている高等学校

学習指導要領第2章及び第3章並びに同僚第3款から第9款までに示す各科

目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は,当該科目を履修

するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示した

ものであり,学校において必要がある場合には,この事項にかかわらず指導

することができる｡ただし,これらの場合には,第2章以下に示す教科,料

目,特別活動及び自立活動(知的障害者である生徒を教育する特別支援学校

においては,各教科,道徳,特別活動及び自立活動)の目標や内容の趣旨を

逸脱したり,生徒の負担過重になったりすることのないようにするものとす

る｡

(2)第2章以下に示す各教科･科目,特別活動及び自立活動の内容に掲げる事

9　障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して,教員を派遣

して教育を行う場合について,特に必要があるときは,実情に応じた授業時

数を適切に定めるものとする｡

第4款　教育課程の編成･実施に当たって配慮すべき事項

1選択履修の趣旨を生かした適切な教育課程編成

教育課程の編成に当たっては,生徒の障害の状態,特性及び進路等に応じた

適切な各教科･科目(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

においては各教札　この款及び第6款において同じ｡)の履修ができるように

し,このため,多様な各教科･科目を設け生徒が自由に選択履修することので

きるよう配慮するものとする.また,教育課程の類型を設け,そのいずれかの

類型を選択して履修させる場合においても,その類型において履修させること

になっている各教科･科目以外の各教科･科目を履修させたり,生徒が自由に

選択履修することのできる各教科･科目を設けたりするものとするD

2　各教科･科目等の内容等の取扱い

(1)学校においては,第2章以下に示していない事項を加えて指導することが

できる｡また,第2章第1節第2款において準ずるものとしている高等学校

学習指導要領第2章及び第3章並びに同節第3款から第10款までに示す各科

目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は,当該科目を履修

するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示した

ものであり,学校において必要がある場合には,この事項にかかわらず指導

することができるoただし,これらの場合には,第2章以下に示す教札科

目,特別活動及び自立活動(知的障害者である生徒を教育する特別支援学校

においては,各教科,道徳,特別活動及び自立活動)の目標や内容の趣旨を

逸脱したり,生徒の負担過重になったりすることのないようにするものとす

る｡

(2)第2章以下に示す各教科･科目,特別活動及び自立活動の内容に掲げる事
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項の順序は,符に示す場合を除き,指導の順序を示すものではないので,学

校においては,その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする｡

(3)視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒を教育する

特別支援学校においては,あらかじめ計画して,各教科･科目の内容及び総

合的な学習の時間における学習活動を学期の区分に応じて単位ごとに分割し

て指導することができる｡

(4)学校においては,特に必要がある場合には,第2章に示す教科及び科目の

目標の趣旨を損なわない範囲内で,各教科･科目及び各段階の内容に関する

事項について,基礎的･基本的な事項に重点を置くなどその内容を適切に選

択して指導することができる｡

(5)知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校において,各教科

の指導に当たっては,各教科の各段階に示す内容を基に,生徒の知的障害の

状態や経験等に応じて,具体的に指導内容を設定するものとする.また,杏

教科,道徳,特別活動及び自立情動の全部又は一部を合わせて指導を行う場

合には,各教科の各段階,道徳,特別活動及び自立活動に示す内容を基に,

生徒の知的障害の状態や経験等に応じて,具体的に指導内容を設定するもの

とする｡

3　指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

各学校においては,次の事項に配慮しながら,学校の創意工夫を生かし,坐

体として,調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする｡

(1)各教科に属する科目相互や他の教科に属する科目との関連(知的障害者で

ある生徒に対する教育を行う特別支援学校においては各教科相互の関連)を

図り,発展的,系統的な指導ができるようにすることo

(2)各教科･科目の指導内容については,各事項のまとめ方及び重点の置き方

に適切な工夫を加えて,効果的な指導ができるようにすること｡

(3)各教科･科目等(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

においては各教科乳　5の(3), (7)及び(ll)において同じ｡)の指導に当たっ

ては,個々の生徒の実態を的確に把握し,個別の指導計画を作成すること｡

また,個別の指導計画に基づいて行われた学習の状況や結果を適切に評価し,

項の順序は,特に示す場合を除き,指導の順序を示すものではないので,学

校においては,その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする｡

(3)視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒を教育する

特別支援学校においては,あらかじめ計画して,各教科･科目の内容及び総

合的な学習の時間における学習活動を学期の区分に応じて単位ごとに分割し

て指導することができるo

(4)学校においては,特に必要がある場合には,第2章に示す教科及び科目の

目標の趣旨を損なわない範囲内で,各教科･科目及び各段階の内容に関する

事項について,基礎的･基本的な事項に重点を置くなどその内容を適切に選

択して指導することができる｡

3　指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

各学校においては,次の事項に配慮しながら,学校の創意工夫を生かし,全

体として,調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとするo

(1)各教科･科目等(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

においては各教科等｡ 5の(7)において同じ｡)について相互の関連を図り,

発展的,系統的な指導ができるようにすることo

(2)各教科･科目の指導内容については,各事項のまとめ方及び重点の置き方

に適切な工夫を加えて,効果的な指導ができるようにすること｡

(3)複数の種類の障害を併せ有する生徒(以下｢重複障害者｣という｡)の指

導に当たっては,個々の生徒の実態を的確に把握し,個別の指導計画を作成

すること｡
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指導の改善に努めることC

(4)視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教

育を行う特別支援学校においては,学校や生徒の実態等に応じ,必要がある

場合には,例えば次の工夫を行い,義務教育段階での学習内容の確実な定着

を図るようにすることo

ア　各教科･科目の指導に当たり,義務教育段階での学習内容の確実な定着

を図るための学習機会を設けることo

イ　義務教育段階での学習内容の確実な定着を図りながら,必履修教科･科

目の内容を十分に習得させることができるよう,その単位数を標準単位数

の標準の限度を超えて増加して配当することo

ウ　義務教育段階での学習内容の確実な定着を図ることを目標とした学校設

定科目等を履修させた後に,必履修教科･科目を履修させるようにするこ

とo

(5)全教師が協力して道徳教育を展開するため,第1款の2に示す道徳教育の

目標を踏まえ,指導の方針や重点を明確にして,学校の教育活動全体を通じ

て行う道徳教育について,その全体計画を作成すること｡

(6)学校がその目的を達成するため,地域や学校の実態等に応じ,家庭や地域

の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること｡また,学校

相互の連携や交流を図ることにも努めること｡特に,生徒の経験を広めて積

極的な態度を養い,社会性や豊かな人間性をはぐくむために,学校の教育活

動全体を通じて,高等学校の生徒などとの交流及び共同学習を計画的,組織

的に行うとともに,地域の人々などと活動を共にする機会を積極的に設ける

こと｡

4　職業教育に関して配慮すべき事項

(1)普通科においては,地域や学校の実態,生徒の特性,進路等を考慮し,必

要に応じて,適切な職業に関する各教科･科目の履修の機会の確保について

配慮するものとするo

(2)職業教育を主とする専門学科においては,次の事項に配慮するものとする｡

ア　職業に関する各教科･科目については,実験･実習に配当する授業時数

(4)開かれた学校づくりを進めるため,地域や学校の実態等に応じ,家庭や地

域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること｡また,学

校相互の連携や交流を図ることにも努めること｡特に,生徒の経験を広めて

積極的な態度を養い,社会性や豊かな人間性をはぐくむために,学校の教育

活動全体を通じて,高等学校の生徒及び地域の人々などと活動を共にする機

会を積極的に設けるようにすること0

4　職業教育に関して配慮すべき事項

(1)普通科においては,地域や学校の実態,生徒の特性,進路等を考慮し,必

要に応じて,適切な職業に関する各教科･科目の履修の機会の確保について

配慮するものとする｡

(2)職業教育を主とする学科においては,次の事項に配慮するものとするo

ァ　職業に関する各教科･科目については,実験･実習に配当する授業時数
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を十分確保するようにすること｡

イ　生徒の実態を考慮し,職業に関する各教科･科目の履修を容易にするた

め特別な配慮が必要な場合には,各分野における基礎的又は中核的な科目

を重点的に選択し,その内容については基礎的･基本的な事項が確実に身

に付くように取り扱い,また,主として実験･実習によって指導するなど

の工夫をこらすようにすることC

(3)学校においては,地域や学校の実態,生徒の特性,進路等を考慮し,キャ

リア教育を推進するために,地域及び産業界や労働等の業務を行う関係機関

との連携を図り,産業現場等における長期間の実習を取り入れるなど就業体

験の機会を積極的に設けるとともに,地域や産業界の人々の協力を積極的に

得るよう配慮するものとする｡

(4)職業に関する各教科･科目については,次の事項に配慮するものとするo

ア　職業に関する各教科･科目については,就業体験をもって実習に替える

ことができること｡この場合,就業体験は,その各教科･科目の内容に直

接関係があり,かつ,その一部としてあらかじめ計画されるものであるこ

とを要すること｡

イ　農業,水産及び家庭に関する各教科･科目の指導に当たっては,ホーム

プロジェクトなどの活動を活用して,学習の効果をあげるよう留意するこ

と｡この場合,ホームプロジェクトについては,適切な授業時数をこれに

充てることができること｡

5　教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項

以上のほか,次の事項について配慮するものとするo

(1)学校の教育括動全体を通じて,個に応じた指導を充実するため,個別の指

導計画に基づき,指導方法や指導体制の工夫改善に努めることC　その際,生

徒の障害の状態や学習の進度等を考慮して,個別指導を重視するとともに,

授業形態や集団の構成の工夫,それぞれの教師の専門性を生かした協力的な

指導などにより,学習活動が効果的に行われるようにすること｡

(2)複数の種類の障零を併せ有する生徒(以下｢重複障害者｣という｡)につい

ては,専門的な知識や技能を有する教師の協力の下に指導を行ったり,必要

を十分確保するようにすること｡

イ　生徒の実態を考慮し,職業に関する各教科･科目の履修を容易にするた

め特別な配慮が必要な場合には,各分野における基礎的又は中核的な科目

を重点的に選択し,その内容については基礎的･基本的な事項が確実に身

に付くように取り扱い,また,主として実験･実習によって指導するなど

の工夫をこらすようにすること｡

(3)学校においては,地域や学校の実態,生徒の特性,進路等を考慮し,就業

体験の機会の確保について配慮するものとする｡

(4)職業に関する各教科･科目については,次の事項に配慮するものとする｡

ア　職業に関する各教科･科目については,就業体験をもって実習に替える

ことができること｡この場合,就業体験は,その各教科･科目の内容に直

接関係があり,かつ,その一部としてあらかじめ計画されるものであるこ

とを要することo

イ　家庭,農業及び水産に関する各教科･科目の指導に当たっては,ホーム

プロジェクトなどの活動を活用して,学習の効果をあげるよう留意するこ

と｡この場合,ホームプロジェクトについては,適切な授業時数をこれに

充てることができること｡

5　教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項

以上のほか,次の事項について配慮するものとする.

(1)学校の教育活動全体を通じて,個に応じた指導を充実するため,指導方法

や指導体制の工夫改善に努めること｡その際,生徒の障害の状態や学習の進

度等を考慮して,個別指導を重視するとともに,授業形態や集団の構成の工

夫,教師の協力的な指導などにより,学習活動が効果的に行われるようにす

ること｡
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に応じて専門の医師及びその他の専門家の指導･助言を求めたりするなどし

て,学習効果を一層高めるようにすることo

(3)各教科･科目等の指導に当たっては,生徒の思考力,判断力,表現力等を

はぐくむ観点から,基礎的･基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動を

重視するとともに,言薄に関する関心や理解を深め,言語に関する能力の育

成を図る上で必要な言語環境を整え,生徒の言静活動を充実すること｡

(4)生徒が適切な各教科.科目や類型を選択し学校やホームルームでの生活に

よりよく適応するとともに,現在及び将来の生き方を考え行動する態度や能

力を育成することができるよう,学校の教育活動全体を通じ,ガイダンスの

機能の充実を図ること｡

(5)教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに

生徒理解を深め,生徒が主体的に判断,行動し積極的に自己を生かしていく

ことができるよう,生徒指導の充実を図ること｡

(6)生徒が自己の在り方生き方を考え,主体的に進路を選択することができる

よう,校内の組織体制を整備し,教師間の相互の連携を図りながら,学校の

教育活動全体を通じ,計画的,組織的な進路指導を行い,キャリア教育を推

進すること.その際,家庭及び地域や福祉,労働等の業務を行う関係機関と

の連携を十分に図ること｡

(7)各教科･科目等の指導に当たっては,生徒が学習の見通しを立てたり学習

したことを振り返ったりする活動を計画的に取り入れるようにすること｡

(8)学習の遅れがちな生徒などについては,各教科･科目等の選択,その内容

の取扱いなどについて必要な配慮を行い,生徒の実感に応じ,例えば義務教

育段階の学習内容の確実な定着を図るための指導を適宜取り入れるなど,指

導内容や指導方法を工夫すること｡

(9)海外から帰国した生徒などについては,学校生活-の適応を図るとともに,

外国における生活経験を生かすなど適切な指導を行うこと｡

(10)障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して,教員を派

遣して教育を行う場合については,障害の状態や学習環境等に応じ.て,指導

方法や指導体制を工夫し,学習活動を効果的に行うことができるようにする

(2)学校生活全体を通じて,言静に関する関心や理解を深め,言語環境を整え,

生徒の青諸活動が適正に行われるようにすること｡

(3)生徒が適切な各教科･科目や類型を選択し学校やホームルームでの生活に

よりよく適応するとともに,現在及び将来の生き方を考え行動する態度や能

力を育成することができるよう,学校の教育活動全体を通じ,ガイダンスの

機能の充実を図ること｡

(4)教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに

生徒理解を深め,生徒が主体的に判断,行動し績極的に自己を生かしていく

ことができるよう,生徒指導の充実を図ること｡

(5)生徒が自己の在り方生き方を考え,主体的に進路を選択することができる

よう,学校の教育活動全体を通じ,計画的,組織的な進路指導を行うこと.

(6)海外から帰国した生徒などについては,学校生活-の適応を図るとともに,

外国における生活経験を生かすなど適切な指導を行うことo
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こと｡

(ll)各教科･科目等の指導に当たっては,生徒が情報モラルを身に付け,コ

ンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を適切かつ実践的,主体

的に活用できるようにするための学習活動を充実するとともに,これらの情

報手段に加え,視聴覚教材や教育機器などの教材･教具の適切な活用を図る

こと｡なお,生徒の障害の状態や特性等に即した教材･教具を創意工夫する

とともに,学習環境を整え,指導の効果を高めるようにすること｡

(12)学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り,生徒の主体的,意

欲的な学習活動や読書活動を充実することo

(13)生徒のよい点や可能性,進歩の状況などを積極的に評価するとともに,

指導の過程や成果を評価し,指導の改善を行い学習意欲の向上に生かすよう

にすること｡

(14)実験･実習に当たっては,特に安全と保健に留意すること｡

(15)学校医等との連絡を密にし,生徒の障害の状態に応じた保健及び安全に

十分留意することD

(16)家庭及び地域や医療,福祉,保&,労働等の業務を行う関係機関との連

携を図り,長期的な視点で生徒-の教育的支援を行うために個別の教育支援

計画を作成すること｡

(17)生徒の自主的,自発的な参加により行われる部活動については,スポー
かん

ツや文化及び科学等に親しませ,学習意欲の向上や責任感,連帯感の滴養等

に資するものであり,学校教育の｢環として,教育課程との関連が図られる

ようにすること｡その際,地域や学校の実態に応じ,地域の人々の協力,社

会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を

行うようにすること｡

(18)高等学校等の要請により,障害のある生徒又は当該生徒の教育を担当す

る教師等に対して必要な助言又は援助を行ったり,地域の実態や家庭の要請

等により保護者等に対して教育相談を行ったりするなど,各学校の教師の専

門性や施設･設備を生かした地域における特別支援教育のセンターとしての

役割を果たすよう努めること｡その際,学校として組織的に取り組むことが

(7)各教科･科目等の指導に当たっては,生徒がコンピュータや情報通信ネッ

トワークなどの情報手段を積極的に活用できるようにするための学習活動の

充実に努めるとともに,視聴覚教材や教育機器などの教材･教具の適切な活

用を図ること｡なお,生徒の障害の状態や特性等に即した教材･教具を創意

工夫し,それらを活用して指導の効果を高めるようにすることo

(8)学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り,生徒の主体的,意欲

的な学習活動や読書活動を充実すること｡

(9)生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価するとともに,指導の過程

や成果を評価し,指導の改善を行い学習意欲の向上に生かすようにすること｡

(10)実験･実習に当たっては,特に安全と保健に留意することo

(ll)学校医等との連絡を密にし,生徒の障害の状態に応じた保健及び安全に

十分留意すること｡

(12)家庭,児童福祉施設,医療機関等との連携を密にし,指導の効果をあげ

るよう努めること｡

(13)地域の実態や家庭の要請等により,障害のある生徒又はその保護者に対

して教育相談を行うなど,各学校の教師の専門性や施設･設備を生かした地

域における特別支援教育に関する相談のセンターとしての役割を果たすよう

努めること｡
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できるよう校内体制を整備するとともに,他の特別支援学校や地域の高等学

校等との連携を図ること0

第5款　単位の修得及び卒業の認定

第1　視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒を教育する

特別支援学校

1　各教科･科目及び総合的な学習の時間の単位の修得の認定

(1)学校においては,生徒が学校の定める指導計画に従って各教科･科目を

履修し,その成果が教科及び科目の目標からみて満足できると認められる

場合には,その各教科.科目について履修した単位を修得したことを罷定

しなければならない.

(2)学校においては,生徒が学校の定める指導計画に従って総合的な学習の

時間を履修し,その成果が第4章に定める目標からみて滴足できると認め

られる場合には,総合的な学習の時間について履修した単位を修得したこ

とを蘭定しなければならない｡

(3)学校においては,生徒が1科目又は総合的な学習の時間を2以上の学年

にわたって分割履修したときは,各学年ごとにその各教科･科目又は総合

的な学習の時間について履修した単位を修得したことを謬定することを原

則とする｡また,単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる｡

2　卒業までに修得させる単位数

学校においては,卒業までに修得させる単位数を定め,校長は,当該単位

数を修得した者で,特別活動及び自立活動の成果がそれらの目標からみて満

足できると諌められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するもの

とする｡この場合,卒業までに修得させる単位数は, 74単位(自立活動の授

業については,授業時数を単位数に換算して,この単位数に含めることがで

第5款　単位の修得及び卒業の認定

第1視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒を教育する

特別支援学校

1　各教科･科目及び総合的な学習の時間における学習活動の単位の修得の認
'iiI

(1)学校においては,生徒が学校の定める指導計画に従って各教科･科目を

履修し,その成果が教科及び科目の目標からみて満足できると認められる

場合には,その各教科･科目について履修した単位を修得したことを認定

しなければならない｡

(2)学校においては,生徒が学校の定める指導計画に従って総合的な学習の

時間において学習活動を行い,その成果が第2款第3に定めるねらいから

みて満足できると静められる場合には,総合的な学習の時間における学習

活動について,単位を修得したことを欝定しなければならない.

(3)学校においては,生徒が1科目を2以上の学年にわたって分割履修した

とき又は総合的な学習の時間における学習活動を2以上の学年にわたって

行ったときは,各学年ごとにその各教科･科目について履修した単位又は

総合的な学習の時間における学習活動に係る単位を修得したことを懲定す

るものとする｡また,単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことがで

きる｡

2　卒業までに修得させる単位数

学校においては,卒業までに修得させる単位数を定め,校長は,当該単位

数を修得した者で,特別活動及び自立活動の成果がそれらの目標からみて満

足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するもの

とする｡この場合,卒業までに修得させる単位数は, 74単位(自立活動の授

業については,授業時数を単位数に換算して,この単位数に含めることがで
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きる｡ )以上とする｡なお,普通科においては,卒業までに修得させる単位数

に含めることができる学校設定科目及び学校設定教科に関する科目に係る修

･得単位数は,合わせて20単位を超えることができない｡

3　各学年の課程の修了の瓢定

学校においては,各学年の課程の修了の静定については,単位制が併用さ

れていることを踏まえ,弾力的に行うよう配慮するものとする｡

第2　知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

学校においては,卒業までに履修させる各教科,道徳,総合的な学習の時間,

特別活動及び自立活動のそれぞれの授業時数を定めるものとする｡

校長は,各教科,道徳,総合的な学習の時間,特別活動及び自立活動を履修し

た者で,その成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて,

高等部の全課程の修了を認定するものとする｡

第6款　重複障替者等に関する教育課程の取扱い

1　生徒の障害の状態により特に必要がある場合には,次に示すところによるも

のとする｡

(1)各教科･科目の目標及び内容の一部を取り扱わないことができることa

(2)高等部の各教科･科目の目標及び内容の一部を,当該各教科･科目に相当

する中学部又は小学部の各教科の目標及び内容に関する事項の一部によって,

替えることができることQ

(3)視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由音叉は病弱者である生徒に対する教

育を行う特別支援学校の外国語科に属する科目については,小学部･中学部

学習指導要領に示す外国語活動の目棲及び内容の一部を取り入れることがで

きること｡

2　視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育

を行う特別支援学校に就学する生徒のうち,知的障害を併せ有する者について

きる｡)以上とする｡なお,普通科においては,学校設定科目及び学校設定

教科に関する科目に係る修得単位数は,合わせて20単位までを卒業までに修

得させる単位数に含めることができるD

3　各学年の課程の修了の認定

学校においては,各学年の課複の修了の認定については,単位制が併用さ

れていることを踏まえ,弾力的に行うよう配慮するものとする｡

第2　知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

学校においては,卒業までに履修させる各教科,道徳,特別活動,自立活動及

び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数を定めるものとする｡

校長は,各教科,道徳,特別括軌　自立活動及び総合的な学習の時間を履修し

た者で,その成果がそれらの目標(給合的な学習の時間についてはねらい)から

みて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するも

のとするo

第6款　重複障害者等に関する特例

1障害の状態により学習が困難な生徒について特に必要がある場合には,次に

示すところによるものとする.

(1)各教科･科目の目標及び内容の一部を取り扱わないことができること0

(2)高等部の各教科･科目の目標及び内容の一部を,当該各教科･科目に相当

する中学部又は小学部の各教科の目標及び内容に関する事項の-部によっ

て,替えることができること｡

2　重複障害者を教育する場合には,次に示すところによるものとする｡
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は,次に示すところによるものとするo

(1)各教科･科目又は各教科･科目の目標及び内容の一部を,当該各教科･科

目に相当する第2華第2節第1款及び第2款に示す知的障害者である生徒に

対する教育を行う特別支援学校の各教科又は各教科の目標及び内容の一部に

よって,替えることができることo　この場合,各教科･科目に替えて履修し

た第2章第2節第1款及び第2款に示す各教科については, 1単位時間を50

分とし, 35単位時間の授業を1単位として計算することを標準とするものと

すること｡

(2)生徒の障害の状態により特に必要がある場合には,第1章第2節第3款に

示す知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科

等の履修等によることができることo

(3)校長は,上記2の(2)により,第1章第2飾第3款に示す知的障害者である

生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科等を履修した者で-,そ

の成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて,高等

部の全課程の修了を認定するものとすること｡

3　重複障害者のうち,障害の状態により特に必要がある場合には,次に示すと

ころによるものとするQ

(1)各教科･科目若しくは特別活動(知的療害者である生徒に対する教育を行

う特別支援学校においては,各教科,道徳若しくは特別活動)の目標及び内

容の一部又は各教科･科目若しくは総合的な学習の時間に替えて,自立活動

を主として指導を行うことができること｡この場合,実情に応じた授業時数

を適切に定めるものとすること｡

(2)校長は,各教科,科目若しくは特別活動(知的障害者である生徒に対する

教育を行う特別支援学校においては,各教科,道徳若しくは特別活動)の目

標及び内容の一部又は各教科,科目若しくは総合的な学習の時間に替えて自

立活動を主として履修した者で,その成果がそれらの目標からみて満足でき

ると認められるものについて,高等部の全課程の修了を評定するものとする

こと｡

(1)視覚障宰者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教

育を行う特別支援学校に就学する生徒のうち,知的障害を併せ有する者につ

いては,各教科･科目又は各教科･科目の目標及び内容の一部を,当該各教

科･科目に相当する第2章第2節第1款及び第2款に示す各教科又は各教科

の目標及び内容の一部によって,替えることができること｡この場合,各教

科･科目に替えて履修した第2章第2節第1款及び第2款に示す各教科につ

いては, 1単位時間を50分とし, 35単位時間の授業を1単位として計算する

ことを標準とするものとすること｡

(2)重複障害者のうち,学習が著しく困難な生徒については,各教科･科目若

しくは特別活動(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校に

おいては,各教科,道徳若しくは特別活動)の目標及び内容の一部又は各教

科･科目若しくは総合的な学習の時間に替えて,自立活動を主として指導を

行うことができること｡この場合,生徒の実態に応じた適切な総授業時数を

定めるものとすること｡

(3)校長は,各教科･科目若しくは特別活動の目標及び内容の一部又は各教科
･科目若しくは総合的な学習の時間に替えて自立活動を主として履修した者

で,その成果がそれらの目標(総合的な学習の時間についてはねらい)から

みて満足できると誰められるものについて,高等部の全課程の修了を認定す

るものとすること｡
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4　障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して,教具を派遣し

て教育を行う場合については,次に示すところによるものとする｡

(1)上羅l, 2の(1)若しくは(2)又は3の(1)に示すところによることができる

こと｡

(2)特に必要がある場合には,実情に応じた授業時数を適切に定めることo

(3)校長は,生徒の学習の成果に基づき,高等部の全課程の修了を認定するこ

とができること0

5　療養中の生徒及び障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒につい

て,各教科･科目の一部を通信により教育を行う場合の1単位当たりの添削指

導及び面接指導の回数等(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援

学校においては,通信により教育を行うこととなった各教科の一部の授業時数

に相当する添削指導及び面接指導の回数等)については,生徒の実態に応じて

適切に定めるものとする｡

第7款　専　攻　科

1視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の専

攻科における教科及び科目のうち標準的なものは,次の表に掲げるとおりであ

るo視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校に

おいては,必要がある場合には同表に掲げる教科について,これらに属する科

目以外の科目を設けることができる｡

3　障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して,教員を派遣し

て教育を行う場合については,次に示すところによるものとする｡

(1)上記1又は2の(1)若しくは(2)に示すところによることができること｡

(2)校長は,生徒の学習の成果に基づき,高等部の全課程の修了を認定するこ

とができること0

4　療養中の生徒及び障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒につい

て,各教科･科目の一部を通信により教育を行う場合の1単位当たりの添削指

導及び面接指導の回数等(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援

学校においては,通信により教育を行うこととなった各教科の一部の授業時数

に相当する添削指導及び面接指導の回数等)については,生徒の実億に応じて

適切に定めるものとする｡

第7款　専　攻　科

1視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の専

攻科における教科及び科目のうち標準的なものは,次の表に掲げるとおりであ

るo　視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校に

おいては,必要がある場合には同表に掲げる教科について,これらに属する科

目以外の科目を設けることができる｡
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